
令和５年度の登録について（一般・ラージ・レディース・小学生）

・令和５年度の登録は３月１日から受付を開始します。

※高等学校・中学校の日本卓球協会加盟登録については４月以降にご案内をし

ます。異動等で顧問の先生が代わる場合は、新しい顧問の先生にＩＤ、パスワ

ードの引き継ぎをお願いします。

・平成３０年度から登録方法が変わっています。登録料はコンビニ等から日本卓

球協会に支払うことになります。登録の方法は以下に示す１・２番の二通りあ

ります。

・平成３０年度～昨年度までに登録をされたチームは３・４番を読んで下さい。

１．貴チームの登録担当者が、日卓の登録ホームページにアクセスして、登録す

る方法。 

① インターネットに接続できるパソコンと、メールアドレスを用意しま

す。

② インターネットブラウザを起動し、アドレス欄に以下のＵＲＬを入力

します。

「http://jtta-members.jp」 

③ ページ中程の登録ガイド、規定の中の「チーム責任者向け新規登録ガイ

ド」をダウンロードして、ガイドをよく読んで下さい。以下ガイドに従っ

て手続きを進めます。

④ チームの登録担当者の登録をします。

⑤ チーム情報を登録します。

※ 承認の手続きには数時間から２日ほどかかることがあります。

※ 承認はチームの承認と、会員の承認の２つあります。

※ システムの都合上、各地区（福井市卓球協会、越前市卓球協会等）でレ

ディース、ラージボールの選手登録ができなくなりました。レディース、

ラージボールで登録される選手は、レディース、ラージボール協会に登録

して下さい。

※ システムの都合上、スポ少等で中学生、高校生の選手を登録する団体は”

小学生以下”のチーム区分では中学生や高校生の選手登録ができなくな

りました。チーム区分を”一般”として登録して下さい。

※ チームコードは平成２９年度までの”都府県コード”＋”管内支部コ

ード”＋”チームコード”の８桁の数字を使って下さい。例:福井市卓球

協会に登録する団体のチームコードは”2001????”になります。チーム

コードがわからない場合は、「チームコード不明」にチェックを入れ、登

録を行って下さい。

⑥ 会員情報を登録します。

※ 同じチームで役員（監督等）、選手として登録する場合は、”選手兼役

員”として登録する。

⑦ 福井県卓球協会または地区・支部による承認後に、登録料の請求書を出



力し、コンビニ等で支払いを行います。 

⑧ 後日、県卓事務局よりゼッケンの生地が届きます。

２．県卓登録担当者に登録を依頼する方法。 

① 平成２９年度までと同様に、登録用のエクセルファイルに令和５年度

の登録情報を入力して、県卓登録者担当者にメールで送信して下さい。メ

ールには、県卓登録担当者に卓球協会への登録を委任する旨と、払込の場

所の希望（ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ゆうちょ銀行

の ATM のうちどれかを選択して下さい）、払込用紙の送り先、ゼッケン

の生地の送り先を明記して下さい。

② 登録手続き完了後、県卓登録担当者から登録料の払込用紙が郵送（また

はメールで送付）されます。

※ 登録の依頼が立て込んでいる時期には、登録手続き完了までに１週間

ほどかかることがあります。

③ 郵送（またはメールで送付）された払込用紙で登録料を振り込んで登録

が完了します。

⑤ 後日県卓事務局からゼッケン生地が郵送されます。

３．昨年度から継続して登録する方法

① 日本卓球協会の会員登録用ホームページを開き、ページ中程の登録ガ

イド、規定の中の「チーム責任者向け継続登録ガイド」をダウンロードし

て、ガイドをよく読んで下さい。以下ガイドに従って手続きを進めます。

② チームの継続加入申請手続きをします。

※ 責任者 ID とパスワードは昨年度設定したものを使用します。

※ チーム責任者が変更される場合は、前任者がログインし、メールアド

レスを後任者のアドレスに変更します。その他の責任者情報は、後任者

が変更します。 

③ 個人会員の継続加入申請および新規加入申請手続きをします。

※ 昨年度までにホームページから登録した会員は今年度も同じ会員 ID
を使用します。 

④ 県卓または支部卓球協会による承認後、請求書を出力し、コンビニ等で

登録料の支払いを行います。

⑤ 後日、県卓事務局よりゼッケンの生地が届きます。

４．県卓登録担当者に登録を依頼する方法。（登録ができない場合、登録の代行

の依頼を受け付けます。） 

① 手順は２番と同じです。

不明な点は県卓登録担当者まで連絡して下さい。

問い合わせ先

＊県卓登録担当者 増田竹宏 E-mail   fttatouroku@yahoo.co.jp 
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 ・一般で選手兼役員として登録する場合、登録料は5,300円

・県レディース連盟に登録する選手の登録料は令和２年度から3,０00円になっ
ています。

2,100

 ・一般で監督・コーチ・アドバイザーで登録する場合、登録料は2,300円

登録料

3,000

2,600

2,400

・役員　→　監督、部長、顧問、コーチ、アドバイザー等

　 全国教職員卓球連盟に所属する役員

令和5年度登録料一覧

区　分

一　般

大学生

高校

区　分

中学

小学生

登録料

2,300

1,800

2,300

1,800


	令和
	Sheet1


